
12月の行事予定

休日在宅当番医 ※休日在宅当番医は変更されることがあります。休日や夜間の医療機関は、地域救急医療情報
センター（菊池広域連合消防本部）☎ 096（232）9331 に問い合わせてください。

12月３日
宮原内科皮フ科医院 菊陽町 096（232）8383 ちが産婦人科医院 菊陽町 096（232）9131

川口病院 菊池市 （25）2230 たかはし歯科医院 菊池市 （38）5199

10日

みやの小児科 合志市 096（248）5800 堀田眼科 菊陽町 096（292）3455

山縣医院 大津町 096（293）4430 中山歯科医院 菊池市 （38）2401

田中医院 菊池市 （38）7070

菊池 七城 旭志 泗水

１ 金
６・７カ月児健診（七城と合同）
13：10～13：30
七城多目的研修センター

６・７カ月児健診（菊池と合同）
13：10～13：30
七城多目的研修センター

２ 土
クリスマスとお正月飾りを作ろ
う（小学生対象）
10：00～　西部市民センター

３ 日

４ 月 健康相談　9：30～10：30
泗水総合支所

５ 火

「人権擁護委員、行政相談委員、
弁護士」相談所開設
9：30～12：30
菊池市中央公民館２階

３・４カ月児健診
13：30～14：00　泗水公民館

特設人権相談所開設　10：00～15：00　菊池市中央公民館、七城公民館　、旭志老人憩いの家､泗水地域福祉センター

６ 水 すくすくクラブ
10：30　西部市民センター

１歳６カ月児健診
13：30～14：00
旭志老人憩いの家

７ 木 ６・７カ月児健診
13：30～14：00　泗水公民館

８ 金
９ 土 菊池市まちづくり人権フェスティバル　10：00　文化会館
10 日

11 月

育児相談　9：30～10：30　西部市民センター
健康相談
9：30～10：30　健康相談室
３・４カ月児健診（七城と合同）
13：10～13：30
七城多目的研修センター

行政相談　9：00～12：00
七城多目的研修センター
３・４カ月児健診（菊池と合同）
13：10～13：30
七城多目的研修センター

12 火

育児教室　9:30～10:00　旭志老人憩いの家
社会保険出張相談所開設　10:00～15:00　菊池市中央公民館

３・４・６・７カ月児健診
13：30～14：00
旭志老人憩いの家

13 水 すくすくクラブ（座・まりあ）
10：30　西部市民センター

３歳児健診　13：30～14：00
七城多目的研修センター

14 木
アットホーム「マタニティ」（母親学級）　13：15～13：30　菊池市中央公民館

BCG予防接種
13：30～14：00　文化会館

15 金
１歳６カ月児健診
13：10～13：30　文化会館

男女共同参画専門委員相談　13:30～16:30　文化会館
16 土
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防犯の窓防犯の窓防犯の窓シリーズ 1919
銃刀法が改正されました
　今年の８月 21日に「準空気銃」の所持を禁止する、
改正銃刀法が施行されました。
　「準空気銃」とは、エアガンなどの圧縮した気体を
使用して弾丸を発射できる銃のうち、人に傷害を負
わせることができる威力を有する銃のことです。
　現在新たに「準空気銃」を手に入れたり、今年
８月 21日以前に「準空気銃」を所持していた人が、
平成 19年２月 20日までに「準空気銃」を廃棄する
などの措置を取らなかった場合は、不法所持となり、
１年以下の懲役または 30 万円以下の罰金刑に処せ
られることになりますのでご注意ください。
　趣味でエアガンなどを所持している人で、今持っ
ているエアガンなどの威力が強く、「準空気銃」では
ないかと思うときは、まず、菊池警察署までご相談
ください。
問い合わせ先
　菊池警察署生活安全係　☎（24）0110
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対象治療法　体外受精および顕微授精
給付内容　1年度につき上限 10万円
助成期間　通算「２年度」から「５年度」へ拡大
助成対象者　体外受精および顕微授精以外の治療法で
は、妊娠の可能性がないと医師に診断された県内（熊
本市を除く）に住む戸籍上の夫婦。
※平成 18 年度は、治療終了日が平成 18 年４月１日
～平成19年３月 31日の人が対象です。平成19年
３月末までに必ず申請してください。
所得制限　あり
※夫婦合算した所得額が 650万円未満
指定医療機関　県保健所に問い合わせてください。
申請方法　治療終了後、県保健所に備えてある申請書
と受診証明書に、住民票、戸籍謄本または外国人登
録原票記載事項証明書、夫婦の所得証明書を添えて、
最寄りの保健所へ提出してください。
問い合わせ先
　菊池保健所保健予防課　　☎（25）4155
　熊本県健康づくり推進課　☎ 096（333）2209

熊本県特定不妊治療費
の助成期間が延長されました
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